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東京都図書館協会会則 

 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は、東京都図書館協会（Tokyo Library Association）といい、事務所を 

 東京都内におく。 

（目的） 

第２条 この会は、東京都内の図書館及び類縁機関並びに、これらに関係する者の連絡を

図り、図書館事業の発展向上と会員相互の交流を深めることを目的とする。 

（事業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 図書及び図書館に関する調査研究 

 (2) 講演会、講習会等の開催並びに研究グル－プの助成 

 (3) 会報等の発行 

 (4) その他必要と認められる事業 

（会員） 

第４条 この会の会員は、次の３種とする。 

 (1) 普通会員 公益社団法人日本図書館協会の東京地区個人会員及び、東京都内に在住

若しくは在勤するもので、この会の趣旨に賛同する個人 

 (2) 特別会員 公益社団法人日本図書館協会の東京地区施設会員及び、東京都内に所在

する図書館及び類縁機関・団体 

 (3) 賛助会員 この会の事業を協賛する個人又は団体 

（入会申込） 

第５条 この会に入会しようとする者は､事務局に申込み､登録を受けなければならない。但し、

公益社団法人日本図書館協会会員については入会の申込みを必要としない。 

２ 特別会員については代表者を定め登録しなければならない。 

（会費） 

第６条 会員は、別に定めるところの会費を納めなくてはならない。 

（役員） 

第７条 この会に、次の役員をおく。 

 (1) 会長 １名 

 (2) 理事 若干名（内１名を副会長とし、１名を常務理事とする） 

 (3) 監事 ２名 

（役員の選出） 

第８条 役員は、総会で選出する。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、会長指名の理事を置くことが

できる。但し、２名以内とする。 
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（役員の任期及び欠員の補充） 

第９条 役員の任期は２ケ年とする。但し、再選を妨げない。 

２ 役員は任期満了後でも、後任者が決定するまでは、その任務を継続して行う。 

３ 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充しなければならない。 

４ 補充により選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。 

（役員の任務） 

第10条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 

４ 常務理事は、この会務を処理する。 

５ 監事は、この会の会計を監査する。 

（顧問） 

第11条 この会に顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、役員会の推薦により、総会で推挙する。 

（事務局） 

第12条 この会に事務局を置き、事務局に事務局長及び幹事を置く。 

２ 事務局長は、常務理事をもってこれに充てる。幹事は会長が委嘱し、庶務会計に従事

する。 

（総会） 

第13条 総会は、年１回会長が招集する。但し、必要なときは臨時総会を招集することが

できる。 

（総会の定足数） 

第14条 総会は、会員の５分の１以上の出席がなければ成立しない。 

２ 出席できない会員が、表決権を出席会員に委託したときは、総会に出席したものとみ

なす。 

（総会の審議事項） 

第15条 総会は、次の事項を審議決定する。 

 (1) 会務報告及び年度事業計画 

 (2) 予算案及び決算報告 

 (3) 会則及び規程の変更 

 (4) その他重要な事項 

（総会の議長） 

第16条 総会の議長は、その都度選挙でこれを定める。 

（議事の決定） 

第17条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の時は、議長の決定す

るところによる。但し、規約の変更については３分の２以上の同意を得なければならな

い。 
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（委員会） 

第18条 この会に委員会をおくことができる。 

（他団体への加盟） 

第19条 この会は、公益社団法人日本図書館協会に加盟し、同協会の加盟団体となる。 

（経費） 

第20条 この会の経費は、会費、寄附金及びその他収入をもって、これに充てる。 

（会計年度） 

第21条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

   付 則 

 この規約は、昭和５１年５月１５日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成元年７月２７日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成３年９月１７日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成３０年８月２９日から施行する。 

 

会 費 規 程 

 

第１条 会則第６条の規定による会費は次のとおりとする。但し、日本図書館協会員であ

るものについては、会費を徴収しない。 

  普通会員   年    ５００円 

  特別会員   年  ５，０００円 

  賛助会員   年  ５，０００円以上 

 

役員選出に関する規程 

 

第１条 会則８条の規定による役員の選出は、この規程による。 

第２条 総会で選出する役員の候補者を選考推薦するために役員選考委員会を置く。 

第３条 役員選考委員会は、ＴＬＡ会員で、ＪＬＡ東京地区代議員であるものをもって構

成する。但し総数は１４名以内とする。 

第４条 会則第７条の規定による役員候補者は、普通会員及び特別会員の代表の中から選

考推薦する。 

第５条 理事候補者は、普通会員及び特別会員の代表を勤務箇所その他により、次の６種

に分け、各号毎に１名を選考推薦する。 
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 (1) 国立国会図書館に勤務するもの 

 (2) 公立（都区市町村立）及び私立図書館又は、公民館に勤務するもの 

 (3) 大学図書館に勤務するもの 

 (4) 学校（小中高等）図書館に勤務するもの 

 (5) 専門図書館に勤務するもの 

 (6) その他以上に属さないもの 

第６条 副会長及び常務理事は、理事の中から会長が指名する。 

   付 則 

 この規約は、平成２３年７月１２日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成２７年９月２８日から施行する。 

 

東京都図書館協会研究助成規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、本協会会員の研究を促進し、もって本協会の使命達成に資すること

を目的とする。 

（研究助成の種類） 

第２条  研究助成は、前条の目的にふさわしい調査研究（以下「研究」という）に対して

行うものとし、その種類は次のとおりとする。 

 (1) 随時的な研究グループ助成 

   東京都内において、特定テーマを持って随時的に研究活動を行う研究グループへの

助成で、助成金額は１０万円を限度とし、申込者の事業計画及び予算の範囲内で、研

究期間は最長２年間とする。 

 (2) 継続的な研究グループ助成 

   東京都内において、継続的に研究活動を行っている研究グループへの助成で、単年

度の助成金額は５万円を限度とし、申込者の事業計画及び予算の範囲内の助成を行

う。 

（申込資格） 

第３条 この規程による研究助成は、本協会普通会員を研究グループの代表者とし、会員

を主たる構成員として行われる共同研究を対象とするものとし、当該研究グル－プの代

表者が申込みの資格を有する。 

（申込方法） 

第４条 研究助成の申込みは、前条に規定する申込みの資格を持つものが、別に定める申

込書により行うものとする。 
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（決定の方法） 

第５条 前条の申込みがあったときは、会長は理事会に諮り助成の適否及び金額を決定し

申込者に通知するものとする。 

（研究費） 

第６条 助成金は、研究に直接必要な経費とし、第２条(1)の助成にあっては研究の完了後、又 

第２条(2)の助成にあっては年度終了後、それぞれ１か月以内に会計報告を提出し精算す

るものとする。その際、助成金に残額が生じた場合は返還するものとし、不足が生じた

場合は限度内であっても、追加助成は行わないものとする。 

（研究計画の変更） 

第７条 助成決定後、研究計画を変更するときは、別に定める手続により申込者が申請を

行い、会長の承認を受けなければならない。 

（研究成果の発表） 

第８条 この規程による助成金を受けた者は、第２条(1)の助成にあっては研究完了後、又

第２条(2)の助成にあっては年度終了後２か月以内に会長に報告書を提出し、その研究成

果を総会又は本協会機関紙に発表しなければならない。但し、その他の方法による公表

をもって、これに代えることができる。 

（助成金の返還） 

第９条 会長は、助成を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一

部又は全部を返還させるものとする。 

 (1) 当該研究を中止したとき 

 (2) 当該研究を遂行する見込みがなくなったものと認められるとき 

 (3) 助成金を受けた者が、交付の条件に違反したとき（委任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、会長が定

める。 

   付 則 （昭和５６年５月２９日） 

 この規程は、昭和５６年６月１日から施行する。 

   付 則 （平成１４年６月１８日助成の種類改正） 

 この規程は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

理事会申し合わせ事項 

 

   《平成９年度第１回理事会（平成９年５月１３日）申し合わせ事項》 

 

１ 施設会員である図書館長に異動があった場合については、充て職として考え、残任期

間について、後任の館長が就任する。 
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   《平成１０年度第４回理事会（平成１１年３月８日）申し合わせ事項》の改正 

(平成１４年６月１８日) 

 

１ 第２条(1)の研究助成は、１事業について１回の助成とする。但し、別事業であっても、

構成員の半数以上が同一の場合は、前回の助成から２年度以内は助成することができな

い。  

 

２ 第２条(2)の研究助成は原則として連続して２回を越える助成はできない。 

 

３ 研究助成は事業費の一部補助とし、使途は年間研究に必要な概ね次のとおりのものと

する  

 (1) 資料、消耗品、備品等の購入又は借上経費。但し、備品の購入は助成金の２分の１

以内とし、飲食費等の経費は除く。 

 (2) 資料印刷等の経費 

 (3) 会議室等の借上経費 

 (4) 講師謝礼 

 (5) 講師旅費 

 (6) 上記各号に類するもの、その他で共同研究を行うために直接必要な経費 

 (7) 人件費及び研究グループ構成員による旅費は除く。 

 

４ 審査基準を満たす研究グループの助成申込金額が、研究助成の予算額を超える場合は、

会長は理事会に諮った上で予備費から支出できるものとする。 

 

５ 審査基準は、次のとおりである。  

(1) 研究の目的 

 ・研究・調査が東京及び我が国の図書館事業の発展向上に寄与するものであること 

(2) 研究計画 

 ・研究計画が目的を達成する上で、妥当なものであること 

 ・第２条(1)の研究助成にあっては、研究期間内に研究成果をまとめられるものである

こと 

 ・第２条(2)の研究助成にあっては、当該年度内の研究成果又は経過と方向性をまとめ

られるものであること 

(3) 研究経費 

 ・所要経費が目的を達成する上で、妥当なものであること 

 

６ 申込書の記載事項に不備があるとき又は研究内容を判断できないと認めるときは、事

務局が申込者に対して、必要な修正又は再提出を求める。 


